
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和5年10月31日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和5年10月31日（火）午前9時30分～ 本庁舎4階大委員会室 

２ 出席者 

健康課 松岡課長、三笠主任保健師 

３ 件名 

がん患者へのアピアランスケア助成事業の実施について 

４ 会議結果 

■ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

□ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・助成は、令和5年4月1日購入等の分までさかのぼって対応するということか。 

→申請は令和6年1月4日開始予定だが、令和5年4月１日以降に購入又はレンタルを開始

した分を対象とする。 

・助成対象者に、税滞納者を含めるか。 

→人間ドック受検費用助成では税滞納者は対象外だが、本事業は、疾病の予防ではな

く、既にがんに罹患し、がん治療している人の経済的負担軽減の意味がある。そのた

め、税の滞納状況は問わないこととする。 

・9月の補正予算計上には間に合わなかったか。 

→がん患者へのアピアランスケア支援事業は以前から調査研究を実施し、今年度は市民

からの要望や問い合わせもあった。 

 県が令和5年8月31日に施行した「がん患者アピアランスケア支援事業補助金」を活用

した上で、12月の補正予算にて計上することとした。 

・令和6年度当初予算には計上するか。 

→令和6年度当初予算にも計上予定。 

・令和6年度も千葉県がん患者アピアランスケア支援事業補助金は継続されるか。 

→今のところ、継続されるという確約はないが、令和5年8月31日施行した補助事業のた

め、おそらく継続されると考えている。 

・既実施自治体で、がん患者以外も対象としている市があるが、県補助金の対象となる

のか。 

→県の補助対象には該当しない。 

 

・市のがん死亡の傾向や、民間のがん保険の保障対象ではないか確認が必要。 

 

 



　第１号様式その１（第４条第４項関係）

年 月 日

件　　　名

現状・課題

目的

対応
方策

論点（決定を
要する事項）
部内会議や関
係課等との調
整結果（主な
意見・懸案事

■ □ □ □ （

部課名 健康子ども部健康課

がん患者へのアピアランスケア助成事業の実施について

　がん医療の進歩により、治療を継続しながら社会生活を送るがん患者が増加している。
　がん治療に伴う外見の変化は、がん患者の精神的及び経済的な負担となり、社会生活に大き
な影響を与えていることから、安心して社会生活を継続していくための支援が求められている。
　国は「第4期がん対策推進基本計画」（令和5年4月開始）にて、新たにアピアランスケアを位置
づけ、近年自治体においては、アピアランスケアの助成制度が増加傾向にある。
　当市でも、市民のがん患者から助成要望も寄せられており、がん治療を行っている市民が、こ
れまで同様の生活が維持できるようアピアランスケア支援策を講じていく必要がある。
  ※アピアランスケアとは（国立がん研究センター）：医学的、整容的、心理社会的支援を用いて、外見
      の変化を補完し、外見の変化に起因する苦痛を軽減するケア

付議事案

がん治療に伴う外見の変化の精神的及び経済的負担を軽減し、安心して社会生
活を継続していくための支援を行う。

 １．事業概要　がん治療による外見の変化を補うための医療用ウィッグ等の購入
　　　　　　　　　費用等を助成する。

 　（１）助成の対象者　　以下①～③の全てに該当する人
　　　①申請日時点で、白井市に住民登録がある人
　　　②がんの治療を受けた人、又は現に受けている人で、治療に伴う外見の変化を
　　　　 補うための医療用ウィッグ、胸部補整具、エピテーゼが必要である人
　　　③他市町村等で実施する類似の助成を受けていない人

 　（２）助成対象品
　　　①医療用ウィッグ・毛付き帽子
      ②胸部補整具
      ③エピテーゼ（乳房、乳頭、顔、指等）　※いずれも付属品・ケア用品は対象外

 　（３）助成額
　　　　購入等費用の1/2、補助対象者１人あたり上限5万円
　　　　ただし、１８歳到達年度まで毎年度上限５万円

 　（４）申請期限・・・対象品を購入又はレンタルを開始した日の翌日から1年以内
　（５）事業開始日・・・令和６年１月４日
                           （令和５年４月１日以降購入・レンタル分が対象）

 ２．財源　千葉県がん患者アピアランスケア支援事業補助金を活用
　（１）補助率　　　　　市が補助対象者に助成した額の1/2
　（２）補助上限額　　補助対象者1人あたり25,000円

令和 5 10 31

付議書（行政経営戦略会議）

定例記者会見（１１/２２）

広報、HP（令和6年1月）

助成の実施の有無

広報・ＨＰ等 有議会説明 有 議員全員協議会（11/１７）

まで）

・１２月補正により実施する理由を示す必要がある。
・助成内容をわかりやすく表記する必要がある。

今後の
スケジュー

ル

令和5年10月　　　　実施要綱の作成（施行日　令和6年1月1日を予定）
令和5年11月　    　 12月議会補正予算上程
令和6年1月4日～　事業開始

項目 有無 方法（時期） 項目 有無 方法（時期）
条例規則 無 報道発表 有

市民参加 無

カテゴリー 年代 全ての年代 場所

付議書公表 公開 非公開 部分非

市内全域 目的 健康・福祉 手段

時限非

参考情報

関係法令等 がん対策基本法
関係課 なし
事業費 1165 千円 （うち特定財源

補助
575 千円）



成田市 R4年4月 2年以内

佐倉市 R5年11月 未定

四街道市 未定

印西市 未定

酒々井町 未定

鎌ヶ谷市 未定

我孫子市 未定

千葉市 R3年9月 1年以内

船橋市 1年以内

市川市 1年以内

浦安市 R3年4月 1年以内

流山市 R4年4月

袖ヶ浦市 1年以内

既製品 8,000 円 ～ 100,000 円 5,500 円 ～ 16,500 円 顔面 165,000 円

セミオーダー 80,000 円 ～ 300,000 円 6,380 円 ～ 47,300 円 顔面（眼球） 495,000 円

フルオーダー 300,000 円 ～ 800,000 円 耳（片） 275,000 円

耳（両） 418,000 円

鼻 275,000 円

手（先端・爪） 132,000 円

手（第一関節） 165,000 円

手（第二関節） 198,000 円

手（複数指） 275,000 円

乳房 313,500 円

乳首 88,000 円

　　〇補助率　　　　　　　　　  市が補助対象者に助成した額の1/2
　　〇補助上限額　　　　　　　1人あたり25,000円（過年度補助額も含む）
　　〇補助回数（1人あたり）　各市町村が定める回数
　　〇施行日　　　　　　　　　　令和５年８月３１日
　　〇適用日　　　　　　　　　　令和５年４月１日

県
内

1人各1回

エピテーゼ

1年以内

野田市

R5年4月

傷病、その治療による外見変化及び
先天的な外表特性によりウィッグ・

胸部補整具・エピテーゼを購入した人

医療用
ウィッグ

胸部補整具

助成品の価格帯

補整下着

人工乳房（片）

　「千葉県がん患者アピアランスケア支援事業補助金」

税込購入費の1/2（1円切捨）又は上記金額のいずれか低い方

近
隣

R6年度
開始予定

がん治療による外見変化を補う
医療用補正具等が必要な人

R5年4月
がん治療後・治療中で外見変化を補う

ウィッグ・胸部補整具が必要な人

がん治療後・治療中で外見変化を補う
ウィッグを購入した人

助成回数 申請期限

印
旛
管
内

がん治療後・治療中で外見変化を補う
ウィッグ・胸部補整具が必要な人

R6年度
開始予定

がん治療による外見変化を補う
医療用補正具等が必要な人

５万円 未定

がん治療後・治療中で外見変化を補う
ウィッグ・胸部補整具が必要な人

３万円 ２万円 未定

３万円又は
購入・レンタル費の低い方

２万円又は
購入費の低い方

がん治療後・治療中で外見変化を補う
医療用補正具を購入した人

購入費の1/2
又は３万円の低い方

購入費の1/2
又は２万円の低い方

購入費
又は３万円の低い方

購入費
又は２万円の低い方

がん、先天的、事故、がん以外の病気
により外見変化を補うウィッグ・

胸部補整具・エピテーゼを購入した人

購入・レンタル費
又は３万円の低い方

購入・レンタル費
又は２万円の低い方

年度年齢18歳以下：5万円
（毎年度1回）

年度年齢19歳以上：3万円
（1回）

１万円 ５万円

購入費の1/2又は３万円
Ｒ５年10月から５万円に引き上げ

Ｒ５年10月から　２万円 Ｒ５年10月から　５万円

３万円 ２万円 検討中 未定

５万円 複数回申請可能

検討中 検討中 検討中 未定

1人各1回
（複数個も可）

３万円 ２万円 1人各1回

がん患者アピアランスケア支援事業の実施状況

助成品と助成額（上限）

ウィッグ 胸部補整具 エピテーゼ
市町名 開始時期 対象

資料１



開始時期 市町村名 総人口

R3年 浦安市 169,259 46 0.0272% 6 0.0035% ー ー

R4年 流山市 209,504 63 0.0301% 8 0.0038% 3 0.0014%

R6年 白井市 62,693 19 0.0288% 3 0.0037% 1 0.0014%

【歳出】

４款１項３目　-　１０　がん患者へのアピアランスケア助成に要する経費

1,148 円

556 円

7,947 円

803 円

3,872 円

950,000 円

150,000 円

50,000 円

1,164,326 円 1,165 千円

【歳入】

１６款２項２目　衛生費県補助金

475,000 円

75,000 円

25,000 円

千円胸部補整具　50,000円×1/2×3人

エピテーゼ　50,000円×1/2×1人

1節　保健衛生費
　　　補助金

34　千葉県がん患者
　　アピアランスケア
　　支援事業補助金

ウィッグ　　50,000円×1/2×19人

575

千円胸部補整具　50,000円×3人

エピテーゼ　50,000円×1人

合計

節 細節 内訳 計上額

19節　扶助費 03アピアランスケア
　助成金

ウィッグ　　50,000円×19人

1,150

節 細節 内訳 計上額

10節　需用費　 01消耗品 周知用用紙（A3)白　 1,044円×1冊×1.1

15 千円
周知用用紙（A4)白　 　506円×1冊×1.1

カラーインク　　　　7,225円×1パック×1.1

ラミネートフィルム(A3)730円×1冊×1.1

領収書用印鑑　　　　3,520円×1×1.1

R５年１２月補正予算額

資料２

他市の実績と白井市の見込み

ウィッグ（人） 胸部補整具（人） エピテーゼ（人）


